
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

専門士
（医療専門課程）

① 82人 82人

人 看護師国家試験 ② 82人 80人
人
人
％

％

（令和 元

10 名 3.9 ％

京都府医師会
看護専門学校

平成12年3月9日 松井　道宣
〒607-8169
京都府京都市山科区椥辻西浦町１番13

（電話） 075-502-9500

（別紙様式４）

令和２年10月１日※１
（前回公表年月日：令和元年10月１日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

一般社団法人
京都府医師会

昭和22年11月1日 会長　松井　道宣
〒604-8585
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町６

（電話）

医療 看護専門課程 看護学科３年課程（昼）
平成15年文部科学省

告示第14号
―

学科の目的 看護師として必要な知識と技術を習得させるとともに、社会に貢献し得る有能な人材を養成する。

075-354-6101
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成12年3月9日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

― ―

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間 ３，１０５時間 ２，０７０時間 ― １，０３５時間

学期制度
■前期：４月１日～９月30日
■後期：10月１日～３月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
・認定試験の成績で100点満点のすべて60点以上
・所定時間数の２／３以上の出席

240人 251人 0人 14人 95人 109人

長期休み

■学年始：４月上旬
■夏　 季：７月下旬～８月下旬
■冬　 季：12月下旬～１月上旬
■学年末：３月下旬～４月上旬

卒業・進級
条件

・科目の単位をすべてを習得
・出席すべき日数の２／３以上出席

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類

■個別相談・指導等の対応 （例）学生自治組織・ボランティア・学園祭等の実行委員会等

バレーボール、新入生歓迎会、学校祭　等（ただし、令和２
年度は実施なし）

都度担任が対応し、状況によりカウンセラー等による対応を
実施

■サークル活動： 有

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③の
いずれかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得する
もの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄
（例）認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等

■その他
・進学者数：１人
・国家試験不合格２人

年度卒業者に関する

■就職者数 79
100■就職率　　  　　　 　　　　：

■卒業者に占める就職者の割合
： 96.3

平成31年4月1日時点において、在学者258名（平成31年4月1日入学者を含む）
令和2年3月31日時点において、在学者248名（令和2年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

一身上の都合、進路変更、疾病

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/three-yrs

令和2年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容

就職ガイダンス、個別相談

■卒業者数 82
■就職希望者数 79

■主な就職先、業界等（令和元年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等

病院・介護施設等、医療・介護業界
（令和元年度卒業者に関する令和2年5月1日時点の情報）

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。

■中退防止・中退者支援のための取組

心理カウンセラー、担任制による個別面談

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　無
※有の場合、制度内容を記入

■専門実践教育訓練給付：　非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　無
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）
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種別
①
①
①
①③
②
②
②
②
③
③
③
③
③
③
③

（年間の開催数及び開催時期）

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年２回（６月・３月）

西村耳鼻咽喉科医院　院長
東　義人 医仁会武田総合病院尿路結石治療センター　センター長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

山内　宏哲 やまうちクリニック

山田　佳代子 京都府医師会看護専門学校　教務主任 令和２年４月～令和３年６月（１年）

中川　昌男 京都府医師会看護専門学校　事務長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

橋戸　好美 京都府医師会看護専門学校　教務主任 令和２年４月～令和３年６月（１年）

渕見　美佐江 京都府医師会看護専門学校　教務主任 令和元年６月～令和３年６月（２年）

加悦　浩美 京都府医師会看護専門学校　教務主任 令和元年６月～令和３年６月（２年）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針
医療の進歩に伴いその変化に対応できるよう、実習施設を中心とした企業と定期的な会議をもち、意見交換を行い連携を
密にはかるとともに、実習時における学生の評価を的確に行えるようする。また、社会の要請・地域住民のニーズに対応
できる看護専門職業人として必要な知識・技術・態度が提供できるよう教育内容・方法の改善を行う。
（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

・「学則」第24条（会議の種類）で「学校運営会議」が設置され、又第25条（重要事項）に学校運営の重要事項は、「学校運
営会議」で決議することが明記されている。
・これに基づき「学校運営会議」が設置され、「学校運営会議規程」が制定されている。その第４条（審議事項）の中に②教
育課程の編成に関する事項が明記されている。
・又、第２条により「構成及び任期が決められ、校長以下校内教職員、又講師（若干名）で審議し、その審議内容は、第５条
により議事録を作成して保管することとしている。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

令和元年６月～令和３年６月（２年）

令和２年７月31日現在

名　前 所　　　属 任期
松井　道宣 京都府医師会看護専門学校　校長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

小野　晋司 京都府医師会看護専門学校　副校長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

神田　益太郎 京都府医師会看護専門学校　副校長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

松田　義和 京都府医師会　理事 令和元年６月～令和３年６月（２年）

西村　秀夫

令和２年６月～令和３年６月（１年）

片岡　正人 片岡医院　院長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

山村　康夫 京都府医師会看護専門学校　教育顧問 令和元年６月～令和３年６月（２年）

秋山　寛子 京都府医師会看護専門学校　副校長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

・授業内容が効果的に提供できるよう、学習環境の整備、学習教材の購入
・国家試験対策の検討・実習施設を確保し、実習環境を整える。
・図書室利用の整備（図書管理システムの利用と開室時間の延長）

（開催日時（実績））
2019年度第１回　2019年６月11日　午後３時～４時15分
2019年度第２回　2020年３月16日　午後２時～２時30分
2020年度第１回　2020年７月９日　　午後２時～３時

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

学校で学んだ理論・方法を統合し、現場の医療機関や企業と連携を図りながら実際の看護場面で応用展開することによ
り、看護の基礎的能力を習得するとともに心豊かな看護師を育成する。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

１．病院や施設において、看護を実践するために必要な基本的看護技術を習得する。
２．対象に合わせた看護課程の展開を行うとともに、看護実践を通して医療チームの一員として看護師の役割を学ぶ

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況



成人看護学実習Ⅰ

１．疾患を持つ対象を総合的に理解できる
２．対象の情報を看護の視点で分析し、看護上の問題を抽出で
きる
３．看護上の問題を解決するための、必要な計画が立案できる
４．対象のニーズに応じた援助を実践し、評価できる
５．評価に基づき計画の修正ができる

京都大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構宇多野

病院
医療法人同仁会（社団）京都九条病

院
独立行政法人地域医療機能推進機

構京都鞍馬口医療センター

成人看護学実習Ⅱ

１．慢性疾患を持つ対象の身体機能の変化が理解できる
２．生涯セルフコントロールを必要とする対象とその家族の心理
的・社会的問題が理解できる
３．主な症状を持つ対象、および治療・検査を受ける対象への援
助ができる
４．対象のセルフケアにおける問題に応じた看護方法が考えら
れる
５．社会資源の活用や継続看護の必要性が理解できる

京都大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構宇多野

病院
独立行政法人地域医療機能推進機

構京都鞍馬口医療センター

成人看護学実習Ⅲ

１．成人期の手術療法を受ける対象が理解できる
２．麻酔・手術侵襲を理解し、術前・術後の経過に応じた看護問
題を明確にできる
３．手術を受ける対象の心理状態を理解し、精神的援助ができ
る

京都大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構宇多野

病院
社会福祉法人恩賜財団済生会京都

府病院
独立行政法人地域医療機能推進機

構京都鞍馬口医療センター
地域医療学際研究所がくさい病院

科　目　名

基礎看護学実習Ⅰ

１．看護の対象を身体的・心理的・社会的側面からとらえること
ができる。
２．対象の基本的欲求とその充足状況を知り、看護の必要性を
考えることができる。
３．看護の必要性に基づいて、対象に適した炎暑を考えることが
できる
４．日常生活の援助技術を基本に基づいて実施することができ
る
５．日常生活の援助を実施し、患者の反応や効果を捉えて評価
することができる

独立行政法人国立病院機構宇多野
病院

新京都南病院
京都岡本記念病院

京都山城総合医療センター
社会医療法人三杉会男山病院

医療法人相馬病院
社会福祉法人あじろぎ会宇治病院

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

科　目　概　要 連　携　企　業　等

基礎看護学実習Ⅱ

１．基本技術、日常生活の援助技術を通して対象を把握するこ
とができる。
２．対象の看護の必要性が理解でき、看護上の問題を抽出する
ことができる。
３．看護上の問題を解決するための看護計画を立案することが
できる
４．看護計画に沿った看護を実施することができる
５．実施した看護を評価することができる

京都山城総合医療センター
独立行政法人国立病院機構宇多野

病院
京都府立医科大学附属病院

社会医療法人三杉会男山病院
医療法人相馬病院
宇治徳洲会病院

老年看護学実習Ⅰ

１．施設の概要が理解できる
２．老年期の生理的・心理的・社会的変化が理解できる
３．老年者にとって望ましい環境について学ぶ事ができる
４．老年者が健康に生活する意義が理解できる
５．老年者と接する中で自らの老年観を養うことができる

京都市上京老人福祉センター
京都市西京老人福祉センター

京都市山科中央老人福祉センター
京都市伏見老人福祉センター

京都市久世西老人福祉センター
京都市洛西老人福祉センター
京都市左京老人福祉センター
京都市醍醐老人福祉センター

老年看護学実習Ⅱ

１．施設の概要が理解できる
２．老年期の生理的・心理的・社会的変化が理解できる
３．老年期の特徴をふまえた基本的な援助の実際を学ぶことが
できる。
４．施設における老年看護の役割が理解できる。
５．老年者と接する中で自らの老年観を養うことができる

介護老人保健施設がくさい
介護老人保健施設おおやけの里

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
教員の資質の向上および専門分野の研修・学生への指導力向上のために、研修計画を策定し積極的に研修を受ける機
会を設けるとともに、情報の共有の機会を設け報告会を行う。



（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

 研修名「学校関係者研修懇談会」（連携企業：　あり　）
期間：2019年11月14日（木）　　　　対象：実習指導者・講師・教員
内容：「最近の若者気質とは？」
講師：佛教大学　副学長　教育学部教授　原　清治　先生

研修名「公益社団法人京都府看護協会研修会」（連携企業：あり）
期間：2019年９月３日（火）　　対象：教員
内容「小児フィジカルアセスメントと小児救急医療トリアージのポイント」
講師：京都第二赤十字病院　小児救急看護認定看護師　北井　布美　氏

研修名「公益社団法人京都府看護協会研修会」（連携企業：あり）
期間：2019年10月28日（月）　　対象：教員
内容「魅力的なファシリテーターになるためにスキル・マインドを学ぼう」
講師：京都大学医学部附属病院　総合臨床教育・研修センター　内藤　知佐子　氏

研修名「2019年度京都府専任教員養成講習会」（連携企業：あり）
期間：2019年９月20日（金）　　対象：教員
内容「看護基礎教育に活かす専門職連携教育（IPE）の実際～職種を越えた学修が組織力を育む～」
講師：渡辺　美保子　氏

研修名「第２回日本助産診断実践学会」（連携企業：あり）
期間：2019年９月７日（土）　　対象：教員
内容「１．日本助産診断実践学会が目指すもの」
　　　「２．分娩経過における助産診断とその実践」
　　　「３．出産現場における医療安全と助産診断」
講師：１．東京医療保健大学大学院　齋藤　益子　氏
　　　　２．滋賀医科大学医学部看護学科　立岡　弓子　氏
　　　　３．滋賀医科大学総合周産期母子医療センター　髙橋　健太郎　氏

研修名：第1回カリキュラム編成準備セミナー【オンライン受講】（連携企業：あり）
期間：2020年7月11日（土）　対象：教員
内容：指定規則改正のポイント
講師：山田 雅子氏（聖路加国際大学大学院看護学研究科在宅看護学分野・教授）他2氏

研修名：第２回カリキュラム編成準備セミナー【オンライン受講】（連携企業：あり）
期間：2020年7月19日（日）　対象：教員
内容：地域・在宅看護論の位置づけと教育内容
講師：山田 雅子 氏（聖路加国際大学大学院看護学研究科在宅看護学分野・教授）他2氏

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「認知症患者へのかかわりと療養環境調整」（連携企業：あり）
期間：2019年11月15日(金）　　対象：教員
内容「１．認知症患者の医療の現状と国の取り組み」
　　　「２．認知症高齢者の看護に必要な知識とアセスメント」
　　　「３．認知症高齢者に対するコミュニケーション」
　　　「４．認知症患者への療養環境を整える援助」
講師：１・４．大畑　茂子　氏、２・３．高瀨　あゆみ　氏

研修名「子供たちの多様な性について考える」（連携企業：あり）
期間：2019年11月20日（水）　　対象：教員
内容「子供たちの多様な性について考える～個別性尊重の必要性～」
講師：柴田　登子　氏

研修名「公益社団法人京都府看護協会研修会」（連携企業：あり）
期間：2019年12月12日（木）　　対象：教員
内容「裁判例から学ぶ看護ケア」
講師：友納　理緒　氏

研修名「公益社団法人京都府看護協会研修会」（連携企業：あり）
期間：2019年12月３日（火）　　対象：教員
内容「『今時スタッフ』を『自立型スタッフ』に育てるポイント」
講師：マーベルハート主宰　心理カウンセラー　太田　夏江　氏



研修名「日本看護学校協議会　教務主任養成講習会」（連携企業：　あり　）
期間：2019年４月～令和3年3月　　　　　　　対象：教員
内容：「看護教育における教育課程・教育方法の開発能力を養うとともに、看護教員に対する指導的な役割を果たす能力
を磨き、看護学校運営を推進する能力を啓発する」

研修名「ナイチンゲール看護研究所セミナー」（連携企業：あり）
期間：2020年７月４日（土）　　対象：教員
内容：「『新版　ナイチンゲール看護論・入門』を通して」
講師：ナイチンゲール研究所　金井　一薫　氏

研修名：第３回カリキュラム編成準備セミナー【オンライン受講】（連携企業：あり）
期間：2020年9月19日（土）　対象：教員
内容：ICT活用のための基礎的能力の育成／専門職連携教育の理解と導入
Part1 ICT活用のための基礎的能力の育成
Part2 専門職連携教育の理解と導入
講師：西村 礼子 氏（東京医療保健大学医療保健学部看護学科・准教授）他2氏

研修名：第４回カリキュラム編成準備セミナー【オンライン受講】（連携企業：あり）
期間：2020年11月7日（土）　対象：教員
内容：カリキュラムの評価と開発
講師：池西 靜江 氏（Office Kyo-Shien代表、日本看護学校協議会会長）他2氏

研修名：看護師国家試験分析レポート＆受験指導対策セミナー　2020・春【分析編】（連携企業：あり）
期間：2020年6月22日～29日　対象：国家試験対策教員
内容：
Section1 看護師国家試験の現状と動向
Section2 第109回看護師国家試験問題の特徴
Section3 看護師国家試験問題の難易度
Section4 過去問題と関連する出題の例
Section5 新出題問題から読み取る出題傾向
Section6 効果的な国家試験対策学習方法
Section7 看護教員に求められる国家試験対策指導
Section8 学習困難者を合格まで導くための方策
Section9 指導の実例
Section10 国家試験対策の年間スケジュール例
講師：杉本由香氏(学研メディカル秀潤社 基礎看護編集部アドバイザー)

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「一般社団法人　日本看護学校協議会第３回教育研修会」（連携企業：あり）
期間：2019年12月18日（水）　　対象：教員
内容「中堅専任教員の教育実践能力の強化～臨床判断能力とその育成～」
講師：聖路加国際大学　助教　三浦　友里子　氏、聖路加国際病院　池田　葉子　氏・畠山　有希　氏

研修名「看護エデュケア研究会」（連携企業：あり）
期間：2020年２月１日（土）　　対象：教員
内容「地域包括ケア時代のIPE～地域包括ケア時代に求められるIPEとは～」
講師：日本赤十字看護大学　教授　田村　由美　氏、神戸学院大学薬学部　講師　内海　美保　氏、神戸市看護大学　准
教授　澁谷　幸　氏

研修名「東山・山科地区看看連携交流会」（連携企業：あり）
期間：2020年２月14日（金）　　対象：教員
内容「思いを繋ぐために看看連携に必要なものとは」
講師：京都第一赤十字病院　看護部長　中島　路子　氏、京都第一赤十字病院　退院支援課係長　花山　道代　氏

研修名「新人教員研修」（連携企業：なし）
期間：2020年８月17日（金）　　対象：教員
内容「看護学校における看護教員の役割と心得等」

研修名「京都府専任教員養成講習会」（連携企業：　あり　）
期間：2019年４月～令和元年12月　　　　　　　対象：教員
内容：「看護職員の養成に携わる者に対し、必要な知識・技術を習得させ、もって看護教育の内容の充実向上を図ることを
目的とする」



ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 教育理念・目標
（２）学校運営 学校運営

②指導力の修得・向上のための研修等

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

実践的な職業教育等を目的とした自らの教育活動およびその他の学校運営についての自己評価の結果について、その
達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価し、学校として組織的・継続的な改善を図る。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

研修名：「シンポジウム」（連携企業：なし）
期間：2020年12月22日（火）　対象：教員
内容：コロナ禍における代替え実習の工夫

研修名：「研究授業」（連携企業：なし）
期間：2020年10月1日～2021年3月末　対象：教員（入職2年目）
内容：学習指導計画に基づいた授業指導案を作成し、効果的な授業に取り組む

（６）教育環境 教育環境
（７）学生の受入れ募集 学生の受け入れ募集
（８）財務 経営管理

（３）教育活動 教育推進活動
（４）学修成果 学修成果
（５）学生支援 学生支援

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況
・学校関係者評価委員会での協議内容を、学校ありかた検討会（１回／月開催）にフィードバックし、課程ごとに具体的な解決方法を
検討し、改善に取り組んでいる。
・教員にアンケートをとり、具体的な方略について検討会を開催。
・教員の業務が複雑化しているため、教務事務を３名配置し、教員の事務作業負担軽減により、学生指導に時間をかけるようにして
いる。
・実習施設が多岐にわたっているため、臨地実習指導教員の数が不足しており、実習指導経験のある非常勤教員の雇用を促してい
く。
・国家試験対策については、国家試験対策教員を配置し、取り組んでいく。・退学率低減に向けて、教員の面談のみでなく、心理カウ
ンセラーにっよる個別指導・教育顧問による個別面談により、継続して学生をフォローし担任との連携を図る。
・卒業生が就職してすぐにドロップアウトしないように、1年次より事前のインターンシップ参加への呼びかけをしていく（担任または教
務主任）。

（９）法令等の遵守 法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 社会貢献・地域貢献
（１１）国際交流 ー

研修名：「研究発表」（連携企業：なし）
期間：2021年3月23日（火）　対象：教員
内容：研究テーマにそって８演題の研究成果発表

研修名：第５回カリキュラム編成準備セミナー【オンライン受講】（連携企業：あり）
期間：2020年11月8日（日）　対象：教員
内容：臨床判断能力に必要な基礎的能力の強化
講師：山内 豊明 先生（放送大学大学院・教授／名古屋大学・名誉教授）他2氏

研修名：看護職員確保対策特別事業（連携企業：あり）
期間：2020年9月19日～20日　対象：教務主任
内容：「指定規則改正に伴う看護師等養成所カリキュラム改正」
講師：池西静江氏　他



種別

地域住民

企業
卒業生
保護者

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
令和２年７月31日現在

名　前 所　　　属 任期

坪井　由加里 康生会武田病院　師長 令和元年７月～令和３年７月（２年）

小松　美香 京都府医師会看護専門学校　保護者 令和２年７月～令和３年７月（１年）

久米川　達弥 令和元年７月～令和３年７月（２年）

矢田　貴子 社会医療法人西陣健康会　堀川病院　看護部 令和元年７月～令和３年７月（２年）

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

看護師として必要な知識と技術を習得させるとともに、社会に貢献し得る有能な人材を養成することを目指しており、すべ
ての人々に対して、透明性、公平性、継続性を基本にタイムリーな情報提供に努める。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 学校の概要、目標及び計画

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
公表方法：ホームページ

URL:　　　　https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/
公表時期：令和２年11月１日

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

（５）様々な教育活動・教育環境 様々な教育活動・教育環境
（６）学生の生活支援 学生の生活支援
（７）学生納付金・修学支援 学生納付金・修学支援

（２）各学科等の教育 各学科等の教育
（３）教職員 教職員
（４）キャリア教育・実践的職業教育 キャリア教育・実践的職業教育

（１１）その他 ー
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

URL:　　https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/

（８）学校の財務 学校の財務
（９）学校評価 学校評価
（１０）国際連携の状況 ー

情報提供方法：ホームページ
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・
実
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内

校
　
　
外

専
　
　
任

兼
　
　
任

思考形式と法則を学び、論理的思考、文章表
現を学ぶ

１．基本的な文章表現ができる

２．現象を多面的に捉えることができる

３．批判的思考の発想方法を知る

生物的、歴史的、そして心の問題を通して人
間とは何かを考える

１．生物の歴史を通し、生物としての人を知
る

２．生命の尊厳、自己決定について、生殖医
療などの理解を通して「命」について考える

私たちを取り巻く文化環境や社会制度に対す
る問題意識と科学的・論理的な思考力を養う

１．社会のできごとに関心をもつことができ
る

２．身近な問題をグローバルな視点で理解す
ることができる

３．身の回りの文化環境について考え、自分
の意見を論理的に表現することができる

看護研究に生かす統計学の基礎知識を学ぶ

１．情報科学の基礎について理解する

２．統計の意義について理解する

３．演習を通して統計の理解を深める

情報処理の基礎理論を学ぶ

１．情報科学の基礎について理解する

２．統計の意義について理解する

３．演習を通して統計の理解を深める

人間関係の法則や真理瀧特徴についての基本
的理解を通して、対人関係能力の向上を目指
す

１．自己を知ることをとおし、他者理解がで
きることを理解する

２．対人関係の本質を理解し、自己の人間関
係について考える

３．自己表現の方法を身につける

衣・食・住を含めた生活環境および、日本人
の生活様式を学び、健康の側面から考えるこ
とができる

１．生活者とそれを取り巻く環境との相互の
関係が理解できる

２．生活を科学的に解明し、また科学を生活
に生かすことができる

文学作品を通して人間理解を深め、感性を磨
く

１．文学作品に触れることから始める

２．文学作品にみる人間の生き方を通し、人
間について考える

6

7

8

1

2

3

4

5

○ ○30 1 ○○ 文学

１
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○ 生活科学

１
年
次
前
期

○ ○15 1 ○○ 人間関係論

１
年
次
前
期

○ ○30 1 ○ △○ 情報科学Ⅱ

２
年
次
通
年

○ ○15 1 ○○ 情報科学Ⅰ

２
年
次
前
期

○ 文化環境学

１
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○ 総合人間学

１
年
次
通
年

論理的思考

１
年
次
前
期

授業科目名

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

○ ○30 1 ○

授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業科目等の概要

（看護専門課程看護学科３年課程）令和２年度
分類

○ ○30 1 ○○



教育が人間の成長や社会のあり方にどのよう
な影響を与えているか、また生涯教育の必要
性を学ぶ

１．教育の目的と方法がわかる

２．人間の本質と教育について考える

３．看護と教育のかかわりについて考える

英語によるコミュニケーションの基礎能力を
身につけると共に看護活動に役立つ英語を学
ぶ

１．基礎英語について学ぶ

２．日常英会話について学び、コミュニケー
ション能力を高める

３．医学・看護用語について学ぶ

英語によるコミュニケーションの基礎能力を
身につけると共に看護活動に役立つ英語を学
ぶ

１．基礎英語について学ぶ

２．日常英会話について学び、コミュニケー
ション能力を高める

３． 医学・看護用語について学ぶ

スポーツを通して健康生活を支える運動につ
いて考え、自己の体力の向上と集団生活の基
礎を学ぶ

１．スポーツの意義について理解する

２．スポーツを通じて行動力・活動力を養う

スポーツを通して健康生活を支える運動につ
いて考え、自己の体力の向上と集団生活の基
礎を学ぶ

１．スポーツの意義について理解する

２．スポーツを通じて行動力・活動力を養う

日常生活の視点から、人体がどのような構造
をもっているかについて学ぶとともに疾病に
よって人体が受ける構造の変化を学ぶ土台と
なる正常な人体の構造について学ぶ

１．人体の基本となる細胞、骨格、筋の構造
について理解する

２．内分泌系、自律神経系の構造について理
解する

３．脳脊髄神経・伝導路・感覚器の構造につ
いて理解する

４．生殖器の構造と受精、発生、成長、老化
について理解する

日常生活の視点から、人体がどのような構造
をもっているかについて学ぶとともに疾病に
よって人体が受ける構造の変化を学ぶ土台と
なる正常な人体の構造について学ぶ

１．脳脊髄神経・伝導路・感覚器の構造につ
いて理解する

２．生殖器の構造と受精、発生、成長、老化
について理解する

３．脳脊髄神経・伝導路・感覚器の構造につ
いて理解する

４．生殖器の構造と受精、発生、成長、老化
について理解する

１．日常生活の視点から、人体がどのように
機能しているかについて学ぶ

２．疾病によって人体が受ける機能の変化を
学ぶ土台となる正常な人体の機能について学
ぶ

16

11

12

13

14

15

9

10

○ ○○ 解剖生理学Ⅲ

１
年
次
前
期

○

○ 解剖生理学Ⅱ

１
年
次
前
期

30 1 ○ ○ ○

30 1 ○

○ ○30 1 ○○ 保健体育Ⅱ

２
年
次
前
期

○ ○30 1 ○○ 保健体育Ⅰ

１
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○ 英語Ⅱ

２
年
次
前
期

○ ○30 1 ○○ 英語Ⅰ

１
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○ 教育学

１
年
次
後
期

○ 解剖生理学Ⅰ

１
年
次
前
期

30 1 ○ ○



１．日常生活の視点から、人体がどのように
機能しているかについて学ぶ

２．疾病によって人体が受ける機能の変化を
学ぶ土台となる正常な人体の機能について学
ぶ

正常な代謝と人体の機能について学ぶ

１．日常生活の視点から、人体がどのように
機能しているかについての理解をする

２．疾病によって人体が受ける機能の変化を
学ぶ土台となる、正常な代謝について理解す
る

生命科学を基本として、栄養と健康、栄養と
疾病･障害との関係、さらに対象の栄養状態を
適正化する方法を総合的に学ぶ

１．栄養学の歴史を踏まえて、栄養の意義、
そして看護の役割について述べることができ
る

２．対象を健康の側面から観察し、日常生活
の中で、食品･食べ物を用いての健康の保持、
増進を図るための知識を身につける

微生物の人体に及ぼす影響及びその対応につ
いて学ぶ

１．微生物に関する基礎的知識を理解する

２．微生物が人体に及ぼす影響と予防するた
めの対策を理解する

疾病の原因や発生、病理の特徴及び形態・機
能の病変の機序について学ぶ

１．疾病の原因や発生について理解する

２．病理の特徴及び形態・機能の病変の機序
について理解する

呼吸器系・循環器系に疾患をもつ患者の身体
的アセスメントができる基礎的知識を学ぶ

１．呼吸器系に疾患をもつ患者の身体的アセ
スメントができる基礎的知識を理解する

２．循環器系に疾患をもつ患者の身体的アセ
スメントができる基礎的知識を理解する

消化器系・運動器系に疾患をもつ患者の身体
的アセスメントができる基礎的知識を学ぶ

１．消化器系に疾患をもつ患者の身体的アセ
スメントができる基礎的知識を理解する

２．運動器系に疾患をもつ患者の身体的アセ
スメントができる基礎的知識を理解する

自己免疫・アレルギー系・代謝・内分泌系・
脳神経系・口腔・歯に疾患をもつ患者の身体
的アセスメントができる基礎的知識を学ぶ

１．自己免疫・アレルギー系に疾患をもつ患
者の身体的アセスメントができる基礎的知識
を理解する

２．代謝・内分泌系に疾患をもつ患者の身体
的アセスメントができる基礎的知識を理解す
る

３．脳神経系に疾患をもつ患者の身体的アセ
スメントができる基礎的知識を理解する

４．口腔・歯に疾患をもつ患者の身体的アセ
スメントができる基礎的知識を理解する

21

22

23

24

17

18

19

20

○ ○30 1 ○○ 疾病と治療Ⅲ

２
年
次
通
年

○ ○30 1 ○○ 疾病と治療Ⅱ

１
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○ 疾病と治療Ⅰ

１
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○ 病理学総論

１
年
次
通
年

○ ○30 1 ○○ 微生物学

１
年
次
前
期

○ ○15 1 ○○ 栄養学

１
年
次
前
期

○ ○30 1 ○○ 生化学

１
年
次
前
期

○ 解剖生理学Ⅳ

１
年
次
前
期

30 1 ○ ○ ○



腎・尿路系・生殖器系・血液・リンパ系・感
覚器系に疾患をもつ患者の身体的アセスメン
トができる基礎的知識を学ぶ

１．腎・尿路系・生殖器系に疾患をもつ患者
の身体的アセスメントができる基礎的知識を
理解する

２．血液・リンパ系に疾患をもつ患者の身体
的アセスメントができる基礎的知識を理解す
る

３．感覚器系に疾患をもつ患者の身体的アセ
スメントができる基礎的知識を理解する

薬理作用及び薬物管理等、薬物の基礎的知識
を学ぶ

１．薬理作用及び薬物管理等、薬物の基礎的
知識を理解する

２．薬物が人体に及ぼす影響と適切な与薬に
ついて理解する

１．放射線療法に関する基礎的知識を理解す
る

２．放射線療法時の患者ケアのポイントを理
解する

３．救急医療の現状を理解し、救急医療に関
する基礎的知識を理解する

４．モデル人形を使った救急蘇生法が実施で
きる

５．リハビリテーションに関する基礎的知識
を理解する

６．リハビリテーションを行う患者ケアのポ
イントを理解する

保健・医療のかかえている問題の背景を学習
し、医療従事者として社会に貢献する方向性
を学ぶ

１．保健・医療のかかえている問題の背景を
理解する

２．医療従事者として社会に貢献するための
方向性を理解する

患者や家族との援助関係や、専門職間の協同
関係を展開する上で必要な人間関係に関する
基礎理論を学ぶ

１．患者や家族へ援助する上で必要な人間関
係理論を理解する

２．家族支援へアプローチするために必要な
対応を理解する

社会福祉の発達と理論、社会福祉制度につい
て学習し、国民のニーズや資源の活用方法を
学ぶ

１．社会保障制度の全体像を把握し、医療・
看護領域の連携の重要性について理解を深め
る

２．看護の対象となる障害者や高齢者を支え
る制度を把握し、支援にかかわる制度を理解
できる

保健師助産師看護師法を中心に、看護に必要
な関係法規について学ぶ

１．看護者として、国民の健康を守り、与え
られた職責を正しく遂行するための看護関係
法令を理解する

２．各法令についての内容、看護との関係、
メディアからの情報も関連づけて考える

31

26

27

28

29

30

25

○ ○30 2 ○○ 関係法規

２
年
次
通
年

○ ○30 1 ○○ 社会福祉

２
年
次
前
期

○ ○30 1 ○○ 家族関係論

２
年
次
前
期

○ ○30 2 ○○ 保健医療論

１
年
次
後
期

○ ○30 2 ○○ 治療学

２
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○ 薬理学

１
年
次
前
期

○ ○30 1 ○○ 疾病と治療Ⅳ

２
年
次
通
年



看護の歴史的背景、看護の定義、職業および
学問としての看護の位置づけについて学び、
看護の対象としての人間・健康・看護を探求
するとともに、看護活動の場における看護の
機能と役割について理解を深め、看護学を学
ぶ意義を認識できる

１．看護の歴史的背景、看護の定義、職業お
よび学問としての看護の位置づけについて学
ぶ

２．看護の対象の人間について多面的に理解
し、看護の目的を学ぶ

３．看護の視点から健康の概念について理解
できる

４．看護教育における多様な教育制度につい
て学ぶ

５．保健医療サービスを提供するシステム
と、その中で機能する看護について理解する

６．看護の機能と役割を認識し、法的面と実
際面から具体的な看護業務について理解する

７．看護における現在の動向について学ぶ

看護の変遷や看護理論の成立過程を理解し、
代表的な看護理論の背景、看護の対象として
の人間・環境・健康を探求するとともに、看
護実践との関係を学び、看護学を学ぶ意義を
認識する

１．看護の変遷や看護理論の成立過程を学ぶ

２．代表的な看護理論家の視点からみた人間
関係の構造を学ぶ

３．看護の視点から健康の概念について理解
する

４．看護理論と看護実践との結びつきを理解
する

５．人の心の状態を察知する感性を養う

１．基礎看護学での看護技術の位置づけと概
要について理解し、主体的学習の心構えを持
つ

２．看護における相互作用とコミュニケー
ションの意義を理解し、効果的なコミュニ
ケーションの知識・技術・態度を習得する

３．看護における安全の重要性を理解し、感
染防止・安全確保の技術を習得する

４．看護における観察・記録・報告の意義と
重要性を学び、看護活動に必要なそれぞれの
内容と方法を理解する

１．看護過程が組織的・系統的な看護提供の
ための、問題解決技術であることを認識する

２．看護過程の展開方法を理解する

３．看護におけるフィジカルアセスメントの
具体的な方法･技術を身につける

１．人間にとっての環境を理解し、健康的な
生活環境を整えるための知識と技術を習得す
る

２．健康状態のアセスメントの視点として、
バイタルサイン測定が看護の基本技術である
ことを理解し、測定技術を習得する

36

32

33

34

35

○ ○30 1 ○ △○
基礎看護学技
術論Ⅲ

１
年
次
前
期

○ ○45 2 ○ △○
基礎看護学技
術論Ⅱ

２
年
次
通
年

○ ○30 1 ○ △○
基礎看護学技
術論Ⅰ

１
年
次
前
期

○ ○ △45 2 ○○ 看護学概論Ⅱ

２
年
次
通
年

○ ○30 1 ○○ 看護学概論Ⅰ

１
年
次
前
期



１．栄養と食事の意義を理解し、食事援助の
技術を習得する

２．排泄の意義と重要性について理解し、対
象に応じた排泄の援助技術を習得する

３．姿勢・体位の生理学的根拠とボディメカ
ニクスの基本原理を理解し、対象者と看護者
双方が安全・安楽で効果的・効率的にケアを
実践する基本技術を身につける

４．生体リズムの中の活動と休息を理解し睡
眠の意義と睡眠障害の援助方法を学ぶ

５．患者が安楽を保つことの意義を理解し、
苦痛の緩和・安楽確保の援助方法を学ぶ

１．清潔の意義・重要性を理解し、身体を清
潔に保つための専門知識が述べられる

２．身体を清潔に保つための援助技術を実施
できる

３．衣服を用いることの意義を理解し、寝衣
を清潔に保つための専門知識が述べられる

４．寝衣を清潔に保つための援助技術を実施
できる

５．健康で快適な生活を送るために基本とな
る衣生活の意義を理解し、衣生活の援助技術
を学ぶ

１．教育・指導の意義を理解し、対象や場に
応じた指導方法を理解する

２．既習の基礎看護技術を基に、事例に応じ
た看護援助を考えて工夫することの必要性を
学ぶ

３．死にゆく人と周囲の人々への援助につい
て学ぶ

１．呼吸・循環を整えるための基礎知識と援
助を理解する

２．救命救急処置に関する基礎知識および心
肺蘇生法の基本技術を理解する

３．創傷管理の意義と褥瘡予防のために必要
な援助を理解する

４．与薬の意義を理解し、正しい与薬の方法
を習得する

５．検査の必要性を理解し、主な検査の正し
い介助方法を習得する

６．診察・検査･処置に応じた看護の役割と必
要性を理解する

７．与薬の意義を理解し、正しい与薬の方法
を習得する

８．感染防止に必要な知識を理解し、適切な
感染予防の方法が実施できる

１．臨床看護総論の意義と特徴を理解し、健
康障害を持つ患者と家族について理解し、援
助する基本的知識を学ぶ

２．継続看護の必要性を理解し、継続看護に
おける看護の役割を学ぶ

３．健康障害の経過で起こりうる看護上の問
題と患者の特徴を理解し、事例を通して援助
方法の基本について学ぶ

４．健康障害に共通した主要症状の基礎的知
識と、症状がおよぼす影響を理解し、事例を
通して援助方法の基本について学ぶ
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37

38

39

40

○ ○45 2 ○ △○ 臨床看護総論

１
年
次
後
期

○ ○45 2 ○ △○
基礎看護学技
術論Ⅶ

１
年
次
後
期

○ ○30 1 ○ △○
基礎看護学技
術論Ⅵ

１
年
次
後
期

○ ○30 1 ○ △○
基礎看護学技
術論Ⅴ

１
年
次
通
年

○ ○45 2 ○ △○
基礎看護学技
術論Ⅳ

１
年
次
通
年



１．看護の対象を身体的・心理的・社会的側
面からとらえることができる

２．対象の基本的欲求とその充足状況を知
り、看護の必要性を考えることができる

３．看護の必要性に基づいて、対象に適した
援助を考えることができる

４．日常生活の援助技術を、基本に基づいて
実施することができる

５．日常生活の援助を実施し、患者の反応や
効果を捉えて評価することができる

１．基本技術、日常生活の援助技術を通して
対象を把握することができる

２．対象の看護の必要性が理解でき、看護上
の問題を抽出することができる

３．看護上の問題を解決するための看護計画
を立案することができる

４．看護計画に沿った看護を実施することが
できる

５．実施した看護を評価することができる

精神保健医療・看護の変遷と現状、今後の課
題を学ぶ

１．精神看護の目的を理解する

２．精神の健康の意義について理解する

３．精神看護の変遷と精神看護の役割につい
て理解する

４．精神看護の対象となる人について理解す
る

精神障害の原因、症状、診断と治療を理解す
る

１．精神医学の概要、発達を理解する

２．精神障害の定義・原因・分類を理解する

３．精神障害の症状と治療を理解する

健康障害をもつ対象へ行われる診察・検査・
治療について理解し、看護の方法を学ぶ

１．ライフサイクルにみられる精神保健問題
の特徴を理解する

２．精神障害をもつ人の看護場面に必要な基
本技術を理解する

３．診察・検査・治療の看護場面に必要な基
本技術を理解する

４．精神障害をもつ人への看護を理解する

５．精神障害をもつ人の社会復帰活動につい
て理解する

精神障害をもつ対象の事例を用いて看護過程
の展開と看護に必要な自己洞察について学ぶ

１．精神障害をもつ対象への看護過程の展開
を理解する

２．自己洞察の必要性を理解する

３．自己洞察の方法を理解する

46

47

42

43

44

45

○ ○15 1 ○○
精神看護学方
法論Ⅲ

２
年
次
後
期

○ 〇 ○ △30 1 ○○
精神看護学方
法論Ⅱ

２
年
次
前
期

○ ○30 1 ○○
精神看護学方
法論Ⅰ

２
年
次
前
期

○ ○30 1 ○○
精神看護学概
論

１
年
次
後
期

○ ○90 2 ○○
基礎看護学実
習Ⅱ

２
年
次
後
期

○ ○45 1 ○○
基礎看護学実
習Ⅰ

１
年
次
通
年



１．対象の病態像を理解することができる

２．対象の精神状態を理解し、生活にどのよ
うに影響しているかを明らかにすることがで
きる

３．対象の健康除隊に応じた日常生活援助が
できる

４．精神看護にかかわる法律、社会資源の活
用について理解できる

５．精神医療の特殊性と看護の役割が理解で
きる

６．事故の対象への関わりを通し、対人関係
のあり方について考えることができる

成人期にある対象の特徴および健康に影響す
る因子を理解し、健康を維持・増進するため
の看護を学ぶ

１．成人の特徴、成人の生活と健康問題につ
いて理解する

２．成人の特性や能力に応じた基本的なアプ
ローチについて理解する

３．成人の健康レベルに応じた看護について
理解する

さまざまな健康障害をもつ人へ適切な看護を
行うために必要な基礎的知識を学ぶ

１．循環機能に障害をもつ人への看護を理解
する

２．腎・泌尿器機能に障害をもつ人への看護
を理解する

３．造血機能に障害をもつ人への看護を理解
する。基本的な文章表現ができる

さまざまな健康障害をもつ人へ適切な看護を
行うために必要な基礎的知識を学ぶ

１．運動機能に障害をもつ人への看護を理解
する

２．認知機能・コミュニケーション障害をも
つ人への看護を理解する

さまざまな健康障害をもつ人へ適切な看護を
行うために必要な基礎的知識を学ぶ

１．呼吸機能障害をもつ人への看護を理解す
る

２．代謝機能・内分泌機能障害をもつ人への
看護を理解する

３．生体防御機能障害をもつ人への看護を理
解する

さまざまな健康障害をもつ人へ適切な看護を
行うために必要な基礎的知識を学ぶ

１．栄養摂食障害をもつ人への看護を理解す
る

２．女性生殖器機能障害をもつ人への看護を
理解する

３．感覚機能障害をもつ人への看護を理解す
る

１．紙上事例を用い、看護過程を展開するこ
とができる

２．終末期の看護の実際の場を見学するとい
う体験を通して、看護専門職としての死生観
を養う機会とする。
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52

53

54

48

49

50

○ ○30 1 △ ○○
成人看護学方
法論Ⅴ

２
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○
成人看護学方
法論Ⅳ

２
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○
成人看護学方
法論Ⅲ

２
年
次
通
年

○ ○30 1 ○○
成人看護学方
法論Ⅱ

２
年
次
通
年

○ ○30 1 ○○
成人看護学方
法論Ⅰ

１
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○
成人看護学概
論

１
年
次
後
期

○ ○ ○90 2 ○○
精神看護学実
習

３
年
次



１. 疾患を持つ対象を総合的に理解できる

２. 対象の情報を看護の視点で分析し、看護
上の問題を抽出できる

３. 看護上の問題を解決するための，必要な
計画が立案できる

４. 対象のニーズに応じた援助を実践し、評
価できる

５. 評価に基づき計画の修正ができる

１. 慢性疾患を持つ対象の身体機能の変化が
理解できる

２. 生涯セルフコントロールを必要とする対
象とその家族の心理的・社会的問題が理解で
きる

３. 主な症状を持つ対象，および治療・検査
を受ける対象への援助ができる

４. 対象のセルフケアにおける問題に応じた
看護方法が考えられる

５. 社会資源の活用や継続看護の必要性が理
解できる

１. 成人期の手術療法を受ける対象が理解で
きる

２. 麻酔・手術侵襲を理解し，術前・術後の
経過に応じた看護問題を明確にできる

３. 手術を受ける対象の心理状態を理解し、
精神的援助ができる

１．老年期にある対象の身体的、心理的、社
会的変化を知り、老年期のライフステージと
その健康課題を理解する

２．社会構造の変化や人口の高齢化に伴う高
齢者の保険・医療・福祉の問題を理解する

３．高齢者が健康に生活する意義について理
解し、老化に伴う保健活動と看護者の役割に
ついて学ぶ

１．高齢者の日常生活動作能力のアセスメン
トとADLを高めるためのケアを学ぶ

２．高齢者の主要徴候に焦点をあてたアセス
メントとケアの技法を学ぶ

３．外科的治療時および薬物治療時のマネジ
メントとケアの技法を学ぶ

４．高齢者を介護する家族の支援

１．障害・疾病を持つ高齢者への看護を学ぶ

２．障害・疾病を持つ高齢者を理解し、看護
の知識と技法を身につける

１．保健医療福祉における高齢者の看護を学
ぶ

２．事例を用いて老年看護過程の展開の基礎
を学ぶ。

１．施設の概要か理解できる

２．老年期の生理的・心理的・社会的変化が
理解できる

３．老年者にとって望まし環境について学ぶ
事が出来る

４．老年者が健康に生活する意義が理解でき
る

５．老年期の特徴を踏まえた基本的な援助の
実際を学ぶ事が出来る

６．施設における老年看護の役割が理解でき
る

７．老年者と接する中で自らの老年観を養う
ことができる
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60

55

○ ○ ○45 1 ○○
老年看護学実
習Ⅰ

２
年
次
後
期

○ ○15 1 △ ○○
老年看護学方
法論Ⅲ

２
年
次
後
期

○ ○15 1 ○ △○
老年看護学方
法論Ⅱ

２
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○
老年看護学方
法論Ⅰ

２
年
次
前
期

○ ○30 1 ○○
老年看護学概
論

１
年
次
通
年

○ ○ ○90 2 ○○
成人看護学実
習Ⅲ

３
年
次

○ ○ ○90 2 ○○
成人看護学実
習Ⅱ

３
年
次

○ ○ ○90 2 ○○
成人看護学実
習Ⅰ

２
年
次
後
期



１．施設の概要か理解できる

２．老年期の生理的・心理的・社会的変化が
理解できる

３．老年期の特徴をふまえた基本的な援助の
実際を学ぶことができる。

４．施設における老年看護の役割が理解でき
る。

５．老年者と接する中で自らの老年観を養う
ことができる。

１．老年期にある対象とその家族が理解でき
る

２．老年期にある対象の疾患と生活障害が理
解できる

３．対象の生活障害を改善するための援助の
方法を学ぶ

４．退院後の生活障害を予測し、社会資源の
活用を考えられる

５．高齢者の生命と人格を尊重する態度を身
につける

子どもとその家族の健康および発達上の問題
を総合的に捉え、看護を実践するために必要
な基礎的知識・技能・態度を習得する

１．ライフサイクルにおける子ども期の特徴
について理解ができる

２．子どもの身体的、精神的、社会的な成長
発達について形態機能と生活行動の観点から
学ぶ

３．子どもの健康、発達段階や発達課題につ
いて環境と関連させて学ぶ

４．子どもの健康増進、成長発達の促進に関
する看護援助の方法を学ぶ

５．子どもの人権に関わる倫理的問題を理解
し、看護職者の役割について理解する

６．子どもとその家族に必要な保健・医療・
福祉などの連携システム、および小児看護の
責務と協働関係について学ぶ

子どもに特有な健康障害について学び、身体
的アセスメントができる基礎的知識を理解す
る

１．子どもに特有な健康障害とその治療法に
ついて理解する

２．子どもを対象とする保健施策（予防接種
など）について理解する

１．健康障害をもつ子どもと家族に必要な看
護を学ぶ

２．小児に特有な看護技術について学ぶ

小児の健康上の問題解決方法について学ぶ

１．小児の看護過程の特徴が理解できる

２．各発達段階別のアセスメントができる

３．事例を用いて小児看護の看護過程の展開
を理解する

１．子どもの成長発達に応じた保育のあり方
を学ぶ事ができる

２．生活の中での遊びの占める位置の大きさ
を知り援助の方法を知る事ができる

３．子どもの安全を守るための援助のついて
学ぶ事ができる

４．保育者としての働きかけを通して保育者
の役割を学ぶ事ができる
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○ ○ ○45 1 ○○
小児看護学実
習Ⅰ

２
年
次
後
期

○ ○15 1 △ ○○
小児看護学方
法論Ⅲ

２
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○
小児看護学方
法論Ⅱ

２
年
次
通
年

○ ○30 1 ○○
小児看護学方
法論Ⅰ

２
年
次
前
期

○ ○30 1 ○○
小児看護学概
論

１
年
次
後
期

○ ○ ○90 2 ○○
老年看護学実
習Ⅲ

３
年
次

○ ○ ○45 1 ○○
老年看護学実
習Ⅱ

３
年
次



１．健康障害を持つ小児の問題を成長発達と
関連付けて理解できる

２．小児の疾病の特性及び症状の現れ方を知
り、健康障害に応じた看護が理解できる

３．小児の発達段階に応じた日常生活の援助
が実施できる

４．小児を取り巻く家族の援助について考え
ることができる

女性のライフサイクル各期における特性、心
理･社会的背景と母性保健活動の意義を理解す
る

１．母性看護の意義と役割について学ぶ

２．性の発達、性行動を理解し人間の性と生
殖について学ぶ

３．母性看護の動向から今後の課題を考える

４．女性をとりまく社会の現状から母性看護
の意義を考える

１．新しい家族の誕生期にある人々が、健康
生活を営むための看護実践に必要な基礎的知
識を学ぶ

２．適切な看護を行なうための知識として、
周産期の生理と異常に関する内容を学ぶ

１．妊・産・褥婦および新生児期にある対象
の順調な経過を維持・促進するための看護の
方法および健やかに親子関係が確立するため
の方法を学ぶ

２．母性看護における異常の早期発見と予防
について理解する

異常経過をたどる妊産婦の看護と正常分娩経
過をたどる褥婦の事例展開方法を学習する

１．事例を用いて母性看護の展開の基礎を学
ぶ

２．母性看護における異常の早期発見と予防
について学ぶ

１. 妊・産・褥婦および新生児の理解を深め
る

２. 妊娠・分娩・産褥各期における心身の変
化を理解する

３. 新生児の看護を通して新生児の生理を理
解する

４. 妊娠・分娩・産褥各期における親子関係
について理解を深める

５. 妊・産・褥婦と新生児に対する看護技術
を習得する

６. 妊・産・褥婦および家族への適切な保健
指導を学ぶ

７. 出産に立会い，産婦の苦痛の緩和や援助
を通して生命誕生の神秘・生命の大切さにつ
いて考える

１．在宅看護の特徴と対象について理解する

２．在宅看護における保健・医療・福祉の連
携を知り、看護の果たす役割を理解する

３．ケアマネジメントと社会資源について理
解する
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○ ○30 1 ○○ 在宅看護概論

１
年
次
後
期

○ ○ ○90 2 ○○
母性看護学実
習

３
年
次

○ ○15 1 △ ○○
母性看護学方
法論Ⅲ

２
年
次
後
期

○ ○ 〇30 1 ○ △○
母性看護学方
法論Ⅱ

２
年
次
通
年

○ ○30 1 ○○
母性看護学方
法論Ⅰ

２
年
次
前
期

○ ○30 1 ○○
母性看護学概
論

１
年
次
後
期

○ ○ ○45 1 ○○
小児看護学実
習Ⅱ

３
年
次



在宅看護の方法と必要な基礎知識、技術、態
度を習得する

１．在宅看護の方法と必要な基礎知識、技
術、態度を身につけることができる

２．在宅における日常援助技術の工夫につい
て理解する

３．家族への支援方法と社会資源の活用につ
いて理解する

１．在宅における医療管理を必要とする人と
その看護を理解する

２．在宅における医療処置技術を習得する

在宅における看護過程の展開を学ぶ

１．在宅における看護過程の特徴を理解する
ことができる

２．療養者の健康状況や生活状況、介護状況
から家族の生活がイメージできる

３．個々にあった社会資源の活用について理
解できる

４．関連職種との連携の視点を理解できる

１．在宅看護の特徴を理解することができる

２. 在宅で療養している人とその家族を理解
することができる

３．在宅で療養している人とその家族の療養
上の問題を明確にし、助言の基に看護の方向
性が考えられる

４．在宅で療養している人とその家族に必要
な看護方法が考えられる

５．在宅看護における保健、医療、福祉の連
携を知り、看護の果たす役割を考えることが
できる

６．在宅看護における社会資源活用の実際に
ついて理解することができる

７．専門職業人としての態度を学ぶ

１．医療安全の基礎的知識を理解し、安全な
医療を提供することの意義と援助技術を学ぶ

２．チーム医療及び他職種との協働の中で、
看護をマネジメントするための基礎知識を学
ぶ

３．事例を通して、臨床実践における看護倫
理の重要性を考え、専門職者としての倫理的
感受性を高める

１．災害時において人々の生命や健康生活を
支える看護の役割を学ぶ

２．国を越えたグローバルな視点から人々の
健康増進に関与する看護の役割を学ぶ

臨床実践に近い形で実際の看護業務遂行を疑
似体験し、複数課題での統合的な判断・対応
を習得する

１．既習の知識を統合させて、個々の患者の
病態や回復過程を理解する

２．患者の状況を正しく判断し、優先度を考
えて必要な看護援助を実施できる

臨床で行う頻度の高い看護技術を根拠に基づ
き実践できる力を習得する

１．看護技術を安全に提供する能力を高め、
自己の看護実践を評価する

81

82

83

84

77

78

79

80

○ ○15 1 ○ ○○
臨床看護の実
際Ⅱ

３
年
次
後
期

○ ○30 1 ○ ○○
臨床看護の実

際Ⅰ

３
年
次
通
年

○ △ 〇15 1 ○○
災害看護と国

際看護

２
年
次
後
期

○ △ ○45 2 ○ △○
医療安全と看
護管理・倫理

２
年
次
通
年

○ ○ ○90 2 ○○
在宅看護論実
習

３
年
次

○ ○15 1 △ ○○
在宅看護論方
法論Ⅲ

２
年
次
後
期

○ ○30 1 ○○
在宅看護論方
法論Ⅱ

２
年
次
通
年

○ 〇15 1 ○ △○
在宅看護論方
法論Ⅰ

２
年
次
前
期



ケーススタディの意義やまとめ方の基本や研
究的態度を学ぶ

１．ケーススタディの意義を理解し、研究的
にまとめる学習の動機付けとすることができ
る

２．ケーススタディの構成やまとめ方の基本
を理解し、研究的態度で取り組むことができ
る

３．ケーススタディの発表会を通して自己の
看護観を明確にできる

１．病棟における看護管理の実際を学ぶ

２．チームアプローチを通してリーダーシッ
プ、メンバーシップを学ぶ

３．複数患者への看護を通して適切な看護マ
ネジメントを学ぶ

４．夜間の患者の状況を知り患者を総合的に
理解できる

５．病棟チームでの看護実践を通して専門職
としての意識を高める

　　72科目

86

合計

85

（留意事項）
１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

3,105単位時間(104単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

卒業要件：
①学則別表第２、第３に定める科目のすべてを履修し、卒業認定会議にて認定され
た者
②当該学年の出席すべき日数の三分の二以上を出席した者

１学年の学期区分 ２期

１学期の授業期間 22週

〇 ○ ○ ○ ○90 2 〇 ○○ 統合実習

３
年
次
後
期

○ △ △ ○ ○30 1 ○ ○○ 卒業研究

３
年
次
通
年
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